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○ 位置図 ○ 計画工程表

○ 標準断面イメージ図

○ 事業概要

(1)目的

 ①広域緊急交通路である国道１号と第二京阪道路を接続することにより、広域的な

  幹線道路ネットワークの形成及び防災機能の強化を図ります。

 ②慢性化している北河内地域の交通渋滞の解消、交通安全の確保を図ります。

(2)都市計画決定

  〈計画決定〉昭和４３年５月２０日（建設省告示第１４７５号）

  〈変更決定〉昭和４７年８月７日（大阪府告示第１０５６号）

  〈変更決定〉平成２年４月１６日（大阪府告示第５４０号）

  〈変更決定〉平成１７年８月９日（大阪府告示第１５１２号）

(3)事業認可の概要

  令和５年４月１４日（近畿地方整備局告示第９５号）

  令和５年４月２６日（大阪府告示第５５４号）

  施行者   大阪府

  都市計画事業の種類と名称

        東部大阪都市計画道路事業３・２・２２３－３号 寝屋川大東線

  事業地   門真市上野口町及び下島町地内

  事業概要  延長 ５１５ｍ  幅員 ３２ｍ  車線数 ４車線

  事業期間  令和５年４月１４日から令和１３年３月３１日まで

○ 事業認可（制限・制度等）

○ 設計概要図

 

 

・建築等の制限（都市計画法第65条）
 事業地内において、事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更や建築物の建築等には
 許可が必要です。
 

・土地建物等の先買い（都市計画法第67条）
 事業地内において、土地建物等を有償で譲り渡そうとする場合は事前に大阪府へ届け出が必要です。
 ※届け出なく売買を行った場合などは、50万円以下の過料があります。（都市計画法第95条）
 

・土地の買取請求（都市計画法第68条）
 事業地内の土地では、大阪府に対して当該土地を時価で買い取る請求ができます。
 

・土地等の収用（都市計画法第70条）
 土地収用法に基づく収用権が付与されます。
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○ 今後の作業の流れ

 （平成１７年８月９日）

 （令和５年４月１４日）

 （令和５年７月）

 ・用地測量

  事業に必要な土地について、隣接地との境界確認を行います。

  さらに事業に必要な土地の範囲を示す杭を設置します。

 ・物件調査

  移転していただく必要のある建物や店舗などの調査を行います。

  移転により営業に支障が出る場合や借家人の方の移転が必要となる場合は、

  営業の内容や借家の契約内容についても調査します。

  用地の取得・建物移転などについて、個別に協議させて頂きます。

  話し合いがまとまりますと、契約をとりかわします。

  府による土地の所有権移転登記、権利者による物件の移転、退去、土地の

  引渡しが完了した後、土地や物件の補償金をお支払します。

問合せ先

大阪府枚方土木事務所
【 事 業 に関すること】 建設課 門真工区   ＴＥＬ：０７２－８２０－０８５１

【 用 地 に関すること】 建設課 用地グループ ＴＥＬ：０７２－８４４－１３３１
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